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I はじめに

1.調査の対象

本調査報告書� l士、 貴会による北総線(7)運賃問題を調査するため、 員会ぴ)依!閉により、� 

，係事項を調査のうえ、作成されたものである

頗0)写 しの提供を本調査[立、干� I}Z25年� 4fcJ 10 1'1から同年 7月31日まで、� 1計会から 止� 

受:ナ、 }lまた、 その他の公表資料の調査を行うことによって+f lDされた� 

った上での表現なのかu 

Z 北総鉄道社という名称で会社名を定義し

<) 
ているが報告書内では統一されていな

いa 正式名称i志、「北総抵道側」。



2. 調査の内容

本調査は、公費負担と 北総線の運賃の有り方(例えば、値下げの可能性)を検証する

ことを円的とし、北総鉄道社の経営状況及びこれを取り巻く環境について財務、会計、

税務及び法務1115から観察したものである。� 

3. 調査の制限� 

~'"rill.lftI"~ t会� JLE1J12 !l与を受けた持;l}DT.&び手0> 

11肱らl 

:n;:- ， -I" 、誕百:て‘ ~ιi

会剖計..fl見 fî}.lえび法務(I~J 11\1題点そ消印.:tJ~Jに吊， Jj認 ・ 険証した t，íI)でたいことに 4a f江守いた

前頁� (P5 )の兼ね合いも含め、北総鉄道側・

京成電鉄(欄へ確認したよでの表現なのか。

li

だきたL 

4.調査の背景

北総線は、東京都葛飾医に所在する京成高砂!択から千葉県印阿市に所在する印施日本

医大 I駅までを結ぶ、北総鉄道lJ:~こより運営される鉄道路線である c 千葉ニュータウン建

設開始に伴い、東京都心と 千葉ニュータウンを結ぶ交通手段として期待され、整備され

た経緯があり 、したがって、千葉ニュータウンの住民、特に東京都心方面に通勤メは通

学する住民にと って、電要な移動手段となっている。

平成� 22年には、京成荷i砂駅から千葉県成田市に所在する成田空港駅を結ぶ成田空港線

(成田スカイアクセス線) (印路 円本医大駅より先は、北総線外)も開通 し、北総線は、

東京都心と成田空港へのアクセスの一役を担う存在ともなっているc

しかし、北総線の運賃は、後述するように、背都圏の私鉄と比較した場合、同距離で� 2 

.11.1 n:A. 倍以 上に設定されており、沿線住民を中心にその運賃値下げを希望する声が出されてき� 
|肖 嶋|

た 杓JK22年に成田空港線が|淵通する際には、通貨の値� !ごげが実施されると期待された

卜¥、 n

鉄社、北総鉄道社、千柴県知事及び沿線各� |守治体の長との問で、判長� 21年� 11月� 30日付

「北総線の連日怖ドげlこ係る合意書J(以下「本合意Jとしづ� u )が締結され、北総鉄道

社と沿線各向治体とがそれぞれ� 3億円を臼担する形で、平成� 22年から� 5年間、 定の値

下げが実施されることとなったc 

'，のぴ)� Iiff1' I J也可 ~l/ ，'t: JU札JH虫て:Ulfll" ;ti J.. Y - 'Ij;}士 11 -~- L そこで、京J&電
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